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はじめに 

 

東日本大震災から約９年が経過し，県内産業は立て直しが進んでおり，令和

２年１月における有効求人倍率は，県内全体で１．６０倍（原数値）と改善傾

向にある。しかし，沿岸地域と内陸地域とで大きな格差があり，石巻公共職

業安定所管内及び気仙沼公共職業安定所管内では，それぞれ１．９９倍及び 

１．５５倍となっているものの，迫公共職業安定所管内では０．９７倍と最も

低い水準となっている。 

 これは，震災の被害が特に大きかった沿岸地域では，被災企業の事業再開や

復興需要に支えられ，求人数が大幅に増加したが，沿岸地域に比べて震災の直

接の被害が小さかったため，復興需要が少なく，雇用機会が好転しなかったこ

とによるものである。このため，地域において雇用機会の確保・拡大を図るこ

とが喫緊の課題となっている。 

 このことから，地域雇用開発促進法第５条第１項に基づき，地域雇用開発指

針を踏まえて地域雇用開発促進計画を策定し，地域における安定的な雇用機会

の確保を促進するための各種施策を推進していくものとする。 

 なお，地域雇用開発促進計画の策定に当たっては，県内総生産１０兆円の実

現を目標とした中長期的な県政運営の基本的な指針である「宮城の将来ビジョ

ン」や，令和２年度を復興の目標と定めた「宮城県震災復興計画」，地方創生

の取組を推進していくことを通して，東日本大震災からの創造的復興を成し遂

げ，「富県宮城」の実現を加速する「宮城県地方創生総合戦略」を基本とし，

雇用開発の促進のための各種支援措置を講じることで，地域の雇用機会の確保

・拡大に努めることとする。 
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Ⅰ 雇用開発促進地域の区域 

 

１ 対象地域 

本計画の雇用開発促進を行う地域は，迫公共職業安定所の管轄区域である

「登米市」の区域とする。 

 

２ 地域の概況 

（１）指定地域及びその周辺の地形等 

 登米地域は，本県の北東部に位置し，北部は岩手県，西部は栗原市，南部

は遠田郡涌谷町，大崎市及び石巻市，東部は本吉郡南三陸町に接し，面積は 

５３６.１２㎢で県全体の７．３６％を占めている。 

 また，当地域は，その中心である迫地区から周辺都市との直線距離は，仙

台市まで７０㎞，大崎市まで２５㎞，石巻市まで３０㎞ある。 

 地勢は，西部が丘陵地帯，東部が山間地帯で，中央部は広大で平坦肥沃な

登米耕土を形成し，県内有数の穀倉地帯となっている。 

 河川は，迫川が地域のほぼ中央を北西から東南に貫流し，東部を北から南

に流れる北上川と旧北上川を介して合流している。また，ラムサール条約指

定登録湿地の伊豆沼，内沼のほか，長沼，平筒沼などの湖沼群が多く存在し

ている。 

 鉄道は，東北本線が北西部を，気仙沼線が南部を走っており，道路網は，

国道４５号，３４２号，３４６号，３９８号及び４５６号を中心として，主

要地方道８路線が整備されている。 

 当地域は，人口の減少が進んでいることから，若者の移住定住を目指し，

工業団地への企業誘致を推進することで雇用の場の確保に努めている。今後

さらに，県及び市が地域雇用開発のための助成，援助等の措置を講ずること

が必要となっている。 

 

（２）人口の推移 

国勢調査及び推計人口調査（令和元年１０月１日現在）によると，令和元

年における登米地域の総人口は７７，７９５人となっており，平成２２年か

ら令和元年の間で６，１７４人の減，△７．４％と大きく減少している。 

 

人口の推移 

 各年１０月１日現在［単位：人］ 

 

                    資料：推計人口調査（宮城県）※国勢調査年は国勢調査結果より 

 

 

平成２２年 平成２７年 平成２８年推計 平成２９年推計 平成３０年推計 令和元年推計

登米市 83,969 81,959 81,182 80,232 78,983 77,795

県 2,348,165 2,333,899 2,329,431 2,322,024 2,313,219 2,303,160
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人口増減率 

［単位：％］ 

 

                 資料：推計人口調査（宮城県）※国勢調査年は国勢調査結果より 

 

（３）地域の産業の状況 

当地域の産業別就業構造を見ると，平成２７年は平成２２年と比較し第一

次産業が６５人減少している。一方で，第二次産業が６８６人，第三次産業

は１，３３１人増加している。第一次産業においては，後継者不足や高齢化，

離農等により減少していると考えられる。 

 

産業分類別従業者数 

    ［上段：就業者数（人），下段：割合（％）］ 

 

                                      資料：国勢調査（総務省） 

 

（４）地域の農業の状況 

 当地域における総農家数は，平成２７年は平成２２年と比較し１，２１２戸

減少しているものの，県全体に占める割合は１．２ポイント増加している。 

 また，市総世帯数の約３割が販売農家であり，地域産業における農業の位置

づけは大きく，登米市も農業振興に重点を置いた施策を展開している。 

 

農家数 

各年２月１日現在（単位：戸） 

 

資料：「２０１０年世界農林業センサス」及び「２０１５年農林業センサス」 

 

 

平成27年/22年 平成28年/27年 平成29年/28年 平成30年/29年 令和元年/平成30年

登米市 ▲2.4 ▲0.9 ▲1.2 ▲1.6 ▲1.5

県 ▲0.6 ▲0.2 ▲0.3 ▲0.4 ▲0.4

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 計 第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能 計

5,277 11,472 20,797 1866 39,412 5,212 12,158 22,128 2466 41,964

13.4% 29.1% 52.8% 4.7% 12.4% 29.0% 52.7% 5.9%

53,219 234,210 746,752 25,235 1,059,416 47,017 246,510 760,125 24,275 1,077,927

5.0% 22.1% 70.5% 2.4% 4.4% 22.9% 70.5% 2.3%

平成２２年 平成２７年

登米市

県

販売農家 販売農家

専業 第１種兼業 第２種兼業 専業 第１種兼業 第２種兼業

登米市 9,177 7,183 1,176 1,033 4,974 7,965 6,076 1,196 906 3,974

県 65,633 49,384 8,577 6,020 34,787 52,350 37,533 7,865 5,261 24,407

平成２２年

総農家数

平成２７年

総農家数
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（５）地域の商業の状況 

当地域の商業は，商業統計調査によると，平成２６年度は事業所数が  

８５７事業所，従業員が４，９４８人，商品販売額が１１３，０４８百万円

となっており，前回調査（平成２４年６月１日）よりも事業所数で６２事業

所，従業員数で１４３人減少しているが，年間商品販売額は４，４０６百万

円増加している。 

 

商業の事業所数等 

各年６月１日現在［単位：店・人・百万円］ 

 

                             資料：商業統計調査（宮城県） 

 

（６）地域の工業の状況  

  当地域は，長沼工業団地が自動車産業集積における重点促進区域に指定され

るなど，企業立地を推進している。平成２９年の従業員４人以上の事業所数が

１４１事業所，従業員数が６，２６３人，製造品出荷額等が１４，０９３，５３６万円

となっており，事業所数，従業員数，製造品出荷額等全てにおいて前年と比べ

増加している状況である。 

 

工業の事業所数等 

各年１２月３１日現在［単位：所・人・万円］ 

 

※調査対象事業所は従業員４人以上                      資料：宮城県の工業（宮城県） 

 

（７）地域の林業の状況 

 当地域は，森林面積の割合が４１．４％と区域別では最も低いものの，人工

林率が県平均を大幅に上回り，区域別では最も高い割合となっている。しかし，

近年の農林産物の価格の低迷や担い手の高齢化，後継者不足が深刻化しており，

将来の展望が不透明な状況にある。 

 

 

平成２４年 平成２６年 増減率 平成２４年 平成２６年 増減率 平成２４年 平成２６年 増減率

登米市 919 857 ▲6.7 120 117 ▲2.5 799 740 ▲7.4

県 19,313 19,941 3.3 5,822 5,930 1.9 13,571 14,011 3.2

登米市 5,091 4,948 ▲2.8 736 788 7.1 4,355 4,160 ▲4.5

県 158,755 160,363 1.0 53,999 55,005 1.9 104,756 105,358 0.6

登米市 108,642 113,048 4.1 28,230 28,470 0.9 80,413 84,578 5.2

県 9,023,394 10,044,140 11.3 6,882,816 7,681,458 11.6 2,140,579 2,362,681 10.4

卸売業 小売業

事業所数

従業者数

年間商品販売額

総数

事業所数 従業者数 製造品出荷額等 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 事業所数 従業者数 製造品出荷額等

登米市 170 5,865 12,261,873 139 5,955 13,279,538 141 6,263 14,093,536

県 2,928 111,372 401,707,044 2,618 114,587 411,283,205 2,629 117,177 446,964,935

平成２７年 平成２８年 平成２９年
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森林面積と農林業経営体数 

 

                 資料：宮城県「森林・林業のすがた（平成 27 年度版）」及び「2015 年農林業センサス」 

 

３ 要件該当区域であることの明示 

（１）地域の一体性 

 当地域は，本県の北東部に位置し，本県産米の主要な産地である登米耕土と

森林資源の豊富な北上山地からなり，北上水系として地理的に連続・一体した

地域である。 

 地域の中心に位置する迫地区には，当該地域を管轄する国や県の出先機関が

多くあり，地理的経済的社会的に一体地域を形成し，一つの労働市場圏となっ

ている。 

 

（２）最近の有効求職者の割合と有効求人倍率 

当地域の最近３年間における労働力人口に対する一般有効求職者数の月平

均値の割合は３．２％であり，要件である全国の月平均２．８％を上回って

いる。 

また，当地域の令和元年における一般有効求人倍率の月平均値は 

０．９８倍であり，厚生労働省で定めた基準１．００倍を下回っていること

から，地域雇用開発促進法施行規則第２条第１項第２号に規定された要件に

該当している。 

 

登米地域 労働力人口に占める最近３年間の求職者数の割合 

［単位：人，％］ 

 

                                                     資料：国勢調査（総務省），宮城労働局 

登米地域 最近３年間の求人・求職の状況 

                                                     ［単位：人，倍］ 

 

                                 資料：宮城労働局 

県有林 市町村 私有林

登米市 53,612 22,213.51 41.4% 2,659.43 19,554.08 1,000.78 2,683.85 15,869.45 6,348

県 728,214 417,494.08 57.3% 131,013.46 286,480.63 14,035.11 34,931.91 236,682.21 39,244

うち森林面積・割合
総面積

（ha）

国有林

（ha）
農林業経営体数

民有林

（ha）

平成22年労働力人口 平成27年労働力人口 29年 30年 元年 3年平均

迫安定所管内 42,375 43,497 3.3% 3.2% 3.1% 3.2%

全国値 63,699,101 61,523,327 2.9% 2.8% 2.8% 2.8%

29年 30年 元年 3年平均

一般 20,187 18,378 16,129 -

常用 11,846 10,656 9,534 -

一般 17,101 16,614 16,402 -

常用 11,619 11,183 10,814 -

一般 1.18 1.11 0.98 1.09

常用 1.02 0.95 0.88 0.95

有効求職者数

有効求人数

有効求人倍率
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Ⅱ 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

１ 労働力と完全失業者数 

平成２７年国勢調査によると，当地域の労働力人口は４３，４９７人で，

県全体の３．８％を占めており，平成２２年国勢調査と比較すると実数で

１，１２２人，構成比で０．１ポイント増加している。 

一方，当地域の平成２７年国勢調査による完全失業者数は１，５３３人，

完全失業率は３．５％で，平成２２年国勢調査と比較すると，実数で

１，４３０人，率にして３．５ポイント改善している。 

 

失業者の状況 

［単位：人，人，人，％］ 

 

資料：国勢調査 

 

２ 就業構造 

 平成２７年国勢調査によると，当地域の就業者数は４１，９６４人で県全体

の３．９％を占めており，平成２２年国勢調査と比較すると，実数で  

２，５５２人，構成比で０．２ポイント増加している。 

就業者数を産業別に見ると，第一次産業が１２．４％，第二次産業が２９．０％，

第三次産業が５２．７％となっており，県平均と比べ，第一次産業及び第二次

産業の構成比が高く，第三次産業の構成比が低い。 

 

３ 求人・求職の状況 

 当地域の令和元年の一般有効求人数は１６，１２９人（月平均１，３４４人）

である。新規求人の産業別構成比では，医療・福祉（２０．５％），建設業（１

９．２％），製造業（１６．７％）の順となっている。 

令和元年の一般有効求職者数は１６，４０２人（月平均１，３６７人）であ

り，最近３年間の一般有効求職者数の推移を見ると，令和元年は平成２９年に

比べ４．１％減少している。 

令和元年の一般有効求人倍率は０．９８倍となり，平成２９年の１．１８倍

から０．２０ポイント下降した。県平均の１．６３倍，全国平均の１．６０倍

を大きく下回り，地域内の求職者にとって非常に厳しい雇用情勢が続いている。 

 

 

 

労働力人口 就業者数 完全失業者数 完全失業率 労働力人口 就業者数 完全失業者数 完全失業率

迫安定所管内 42,375 39,412 2,963 7.0 43,497 41,964 1,533 3.5

県 1,148,862 1,059,416 89,446 7.8 1,133,081 1,077,927 55,154 4.9

全国値 63,699,101 59,611,311 4,087,790 6.4 61,523,327 58,919,036 2,604,291 4.2

平成22年 平成27年
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登米地域 産業別新規求人の状況 

（パートを除く）                                    （単位：人，％） 

 

資料：宮城労働局 

 

年 産業別構成比

産　業　別 対前年比 対前年比 （令和元年）

98 76 ▲ 22.4 98 28.9 2.8

21 19 ▲ 9.5 16 ▲ 15.8 0.5

909 780 ▲ 14.2 673 ▲ 13.7 19.2

 　    06 総合工事業 643 484 ▲ 24.7 431 ▲ 11.0 12.3

946 767 ▲ 18.9 585 ▲ 23.7 16.7

  　   09 食料品製造業 147 176 19.7 171 ▲ 2.8 4.9

  　   10 飲料・たばこ・飼料製造業 0 0 - 0 - 0.0

 　    11 繊 維 工 業 81 70 ▲ 13.6 58 ▲ 17.1 1.7

 　    12 木材・木製品製造業（家具を除く） 24 34 41.7 42 23.5 1.2

  　   13 家具・装備品製造業 1 0 ▲ 100.0 0 - 0.0

  　   14 パルプ・紙・紙加工品製造業 7 6 ▲ 14.3 4 ▲ 33.3 0.1

 　    15 印刷・同関連業 0 0 - 1 - 0.0

  　   16 化 学 工 業 0 0 - 0 - 0.0

　     17 石油製品・石炭製品製造業 0 0 - 0 - 0.0

　     18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 32 18 ▲ 43.8 12 ▲ 33.3 0.3

 　    19 ゴム製品製造業 0 0 - 0 - 0.0

 　    21 窯業・土石製品製造業 7 14 100.0 2 ▲ 85.7 0.1

  　   22 鉄 鋼 業 2 5 150.0 5 0.0 0.1

  　   23 非鉄金属製造業 0 0 - 0 - 0.0

  　   24 金属製品製造業 42 44 4.8 36 ▲ 18.2 1.0

    　 25 はん用機械器具製造業 0 0 - 2 - 0.1

  　   26 生産用機械器具製造業 6 7 16.7 11 57.1 0.3

    　 27 業務用機械器具製造業 12 10 ▲ 16.7 2 ▲ 80.0 0.1

  　   28 電子部品･デバイス･電子回路製造業 100 84 ▲ 16.0 49 ▲ 41.7 1.4

  　   29 電気機械器具製造業 229 125 ▲ 45.4 71 ▲ 43.2 2.0

　　　　　（293,294,301 民生用電気機器等） 63 24 ▲ 61.9 35 45.8 1.0

　　　　　（296,297,302,303,28 電子機器等） 125 112 ▲ 10.4 57 ▲ 49.1 1.6

  　   30 情報通信機械器具製造業             61 9 ▲ 85.2 10 11.1 0.3

  　   31 輸送用機械器具製造業 183 139 ▲ 24.0 92 ▲ 33.8 2.6

　　　　  （311 自動車･同附属品製造業） 183 139 ▲ 24.0 92 ▲ 33.8 2.6

　　　　  （313 船舶製造･修理業,舶用機関製造業） 0 0 - 0 - 0.0

   　  20,32　その他の製造業 12 26 116.7 17 ▲ 34.6 0.5

1 0 ▲ 100.0 0 - 0.0

24 30 25.0 17 ▲ 43.3 0.5

  　   39 情 報 サ ー ビ ス 業 22 19 ▲ 13.6 13 ▲ 31.6 0.4

368 373 1.4 379 1.6 10.8

444 374 ▲ 15.8 262 ▲ 29.9 7.5

   　  50～55　卸  売  業 82 76 ▲ 7.3 70 ▲ 7.9 2.0

 　    56～61　小  売  業 362 298 ▲ 17.7 192 ▲ 35.6 5.5

27 37 37.0 31 ▲ 16.2 0.9

13 13 0.0 19 46.2 0.5

62 35 ▲ 43.5 30 ▲ 14.3 0.9

76 94 23.7 77 ▲ 18.1 2.2

  　   75　宿 泊 業 4 5 25.0 0 ▲ 100.0 0.0

  　   76　飲 食 店 64 86 34.4 77 ▲ 10.5 2.2

114 98 ▲ 14.0 131 33.7 3.7

18 1 ▲ 94.4 17 1,600.0 0.5

805 816 1.4 718 ▲ 12.0 20.5

    　 83　医  療  業 190 174 ▲ 8.4 174 0.0 5.0

  　   85　社会保険・社会福祉・介護事業 615 642 4.4 544 ▲ 15.3 15.5

129 103 ▲ 20.2 91 ▲ 11.7 2.6

434 436 0.5 356 ▲ 18.3 10.1

  　   92　その他の事業サービス業 186 193 3.8 196 1.6 5.6

26 28 7.7 9 ▲ 67.9 0.3

4,515 4,080 ▲ 9.6 3,509 ▲ 14.0 100.0合　　　　　　　計

 Ｉ　 卸 売 業 , 小 売 業（50～61）

 Ｊ　金 融 業 , 保 険 業（62～67）

 Ｋ　不 動 産 業 , 物 品 賃 貸 業（68～70）

 Ｌ　学術研究 , 専門･技術サービス業（71～74）

 Ｍ  宿泊業 , 飲食サービス業（75～77）

 Ｎ　生活関連サービス業 , 娯楽業（78～80）

 Ｏ  教 育 , 学 習 支 援 業（81,82）

 Ｐ　医 療 , 福 祉（83～85）

 Ｑ 複合サービス事業（86,87)

 Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（88～96)

 Ｓ,Ｔ公務（他に分類されるものを除く)･その他（97,98,99）

 Ｈ  運  輸  業 , 郵便業（42～49）

平成29年 平成30年 令和元年

 Ａ、Ｂ  農 , 林 , 漁業(01～04) 

 Ｃ　鉱　業 , 採 石 業 , 砂 利 採 取 業（05）

 Ｄ  建  設  業（06～08）

 Ｅ  製    造    業（09～32）

 Ｆ  電気・ガス・熱供給・水道業（33～36）

 Ｇ  情 報 通 信 業　（37～41）
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Ⅲ 地域雇用開発の目標に関する事項 

 

１ 産業を担う人材の育成・確保 

 各産業の今後の成長のためには，技術力や生産技術の向上等を支える人材の

育成・確保が最も重要であり，学校教育等と連動した人材育成体系の構築を進

める。加えて，女性，高齢者などの力がこれまで以上に発揮されるとともに，

若者などの能力を活かし，起業しやすい魅力ある環境づくりを進め，県内産業

を担う人材の育成等を図る。 

 ［重点的取組目標］ 

 ① 産業発展を担う人材の育成 

 ② 新規就農者の育成と確保 

 ③ 女性の経営参画等の促進 

 

２ 活力ある地域づくり 

 今後，当地域が成長するためには，製造業及び農林業，観光関連産業（商 

業・サービス業）の競争力の強化に努める必要がある。このため，県内企業と

関係機関の連携を強化し，経営革新を一層促進する。 

 特に，製造業の中核である自動車関連事業及び電気機械製造業を中心に，技

術力の向上や関連企業の誘致，産学官の密接な連携のもとで，県内の学術研究

機関の持つ技術力等を活用した高度技術産業の育成を推進し，競争力のある産

業集積を図る。 

 ［重点的取組目標］ 

 ① 食関連ビジネスや地場産品づくり 

 ② マーケットニーズに応える高品質で多彩な農林産品づくり 

 ③ 自然・歴史・文化を組み合わせた観光の振興 

 ④ 地域の経済成長を支える企業活動や地域商工業の活性化 

 ⑤ 循環型社会をめざす環境に配慮した産業活動の推進 

 

３ 就職の目標数 

 計画期間（３年間）内における地域内の新規雇用創出人数を５０人とするこ

とを目標とする。 
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Ⅳ 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

 

１ 地域雇用開発の促進のための措置 

（１）新たな雇用機会の開発の促進等に関する事項 

 地域経済の成長のためには，新たな需要を獲得することが重要であり，企業

を誘致することは，地域経済を活性化し雇用の安定にも資することから優先課

題として取り組む。 

 本県では，地域未来投資促進法に基づき，平成２９年１２月に「宮城県もの

づくり基本計画」及び「宮城県農林水産食品産業基本計画」，平成３０年３月

に「宮城県情報通信関連産業基本計画」及び「宮城県観光産業基本計画」，平

成３０年１２月に「宮城県環境・エネルギー関連産業基本計画」について国か

ら同意を得ている。上記の各計画について，当地域は対象区域となっているこ

とから，自動車関連産業，高度電子機械産業及び食品関連産業等の分野を中心

に，新規創業及び既存企業の規模拡大・新分野進出の支援を強化する。 

 併せて，雇用開発促進地域の同意を受けることによって，事業所の設置･整備

に伴う雇い入れ，新たな事業展開に向けた中核人材の確保，あるいは，従業員

のキャリア形成を図る企業に対し，地域雇用開発助成金及び人材開発支援助成

金や県及び各市町の企業立地優遇措置を活用して，雇用機会の拡大を図るもの

とする。 

 

（２）観光の振興 

 豊かな自然や歴史，食文化などの観光資源を活かし，仙台・宮城の夏の魅力

を全国に発信するキャンペーンに積極的に取り組むとともに，新たな観光需要

を生み出すため，市や観光業界等と連携して，伊豆沼・内沼や長沼，「みやぎ

の明治村」を訪れる観光客の滞在時間と消費額の増加，地域商店街のにぎわい

を復活させる取り組みを行う。 

 また，豊かな自然環境を活かした交流・体験活動を支援し，グリーンツーリ

ズムやエコツーリズムの効果的な展開を図り，さらに，農家レストランや直売

活動を支援することにより，雇用の拡大につなげていく。 

 

（３）商業活動の活性化 

 当地域においては，中核的な市街地を形成する佐沼地区は商業地区として発

展してきたが，大型店の進出や消費動向の変化に伴い経営環境が大きな影響を

受け，中心商店街の空洞化が進行している。 

 このことから，県では，中心市街地の商業を活性化させるため，商店街の環

境整備やイベントに対する支援を実施してにぎわいの創出を図るとともに，少

子高齢化などの社会問題に適応できる先進的な商店街の構築を支援することに

より，地域商業の持続的な発展を図る。 
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（４）アグリビジネス等の推進 

経営の多角化や事業連携によって，販売流通・農産加工をはじめとする関連

産業の付加価値を取り込んで経営を発展させるアグリビジネスは，本県の農業

の競争力を高めるものと期待されることから，アグリビジネスに取り組む経営

体に対し，マーケティングや組織運営等の経営スキル向上のため，民間のノウ

ハウを活用し，事業計画の具体化に向けた助言，経営の発展段階や取組内容に

応じたきめ細かな支援を実施するとともに，施設等の整備を支援する。 

また，定住人口が減少している農村の活性化とともに，都市住民の農業・農

村への関心の高まり等に伴う多様な交流機会の創出を図るため，農山漁村が持

つ多様な地域資源を活用した都市と農村の交流を推進する。 

 

２ 産業人材の育成及び職業能力開発の推進に関する事項 

（１）産業人材の育成 

 各産業の今後の成長のためには，技術力や生産性の向上等を支える人材の育

成・確保が重要であることから，地域経済を担う次世代育成という地域の産業

振興の戦略的課題を産学官の各機関・団体で共通認識を持つため，県は，「み

やぎ産業人材育成プラットフォーム」を活用して若い世代からの人材育成を行

う。 

 また，高校生を対象とした社会人との対話プログラムの実践や，地域内企業

の社員同士の交流機会の提供等を通じ，若者の勤労観を醸成し，早期離職防止

を図る。 

 加えて，新規就農希望者への就農関連情報の提供を行い，新規就農者の確保

に努めるとともに，高齢化，後継者不足が深刻化する中，農林畜産業者の活動

を支援し，意欲と能力のある担い手の育成を図る。 

 

（２）職業訓練施設 

 当地域内に公共職業訓練施設は整備されていないものの，隣接する栗原市に

独立行政法人高齢･障害・求職者雇用支援機構が設置している東北職業能力開発

大学校があり，高度な知識と技能・技術を備えた実践技術者の育成を行ってい

る。 

 県は，宮城労働局，迫公共職業安定所及び事業主団体等と連携を図りながら，

地域ニーズを踏まえた効果的な職業能力開発を推進し，企業進出，地場企業の

事業展開等に際して必要となる人材の確保・育成に努める。 

 

３ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項 

 地域の労働市場の状況，雇用・職業等に関する情報提供や，求職者に対する

職業指導・相談や事業主に対する指導・援助がきめ細かく行えるよう，県は，

宮城労働局及び迫公共職業安定所と密接な連携を図る。 
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４ 各種支援措置の周知徹底に関する事項 

 県は，地域雇用開発を促進するために講じられる各種支援措置について，宮

城労働局や関係機関と連携を図りながら，事業主に対するパンフレットの配布

や県・市町の広報紙等及びＩＴを活用した広報・啓発活動を行う。また，市町

との連携を密にし，地域雇用開発助成金及び地域雇用開発に資する各種支援措

置等について事業主等への周知を図り，その効果が十分に発揮されるように努

める。 

 

５ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項 

 地域雇用開発の促進に当たっては，関係機関等が共通の認識を形成すること

が重要である。そのため，県は，公共職業安定所が開催する「雇用対策推進協

議会」などにおいて，関係市，関係機関，事業主団体，労働団体等地域におけ

る関係者と意思の疎通を図り，目標の達成を目指す。 

 

６ 地域雇用開発の促進に資する県の取り組み 

（１）基本方針 

 県が，「富県宮城」の実現のため平成２８年度を目標年度として策定し，平

成２９年３月に終期を令和２年度まで延長した「宮城の将来ビジョン」では，

育成・誘致による県内製造業の集積促進，観光資源，知的財産を活用した商業

・サービス産業の強化，地域経済を支える農林水産業の競争力強化，アジアに

開かれた広域経済圏の形成，産業競争力の強化に向けた条件整備等を基本方針

の主な柱として，各種取組を推進しているところである。 

 また，令和２年度を復興の目標として策定した「宮城県震災復興計画」では，

東日本大震災を乗り越えながらも「富県宮城」を実現し，さらなる創造的復興

を目指すものであり，１０項目にわたる復興のポイントのなかで，先進的な農

林業の構築，ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」，多様な魅

力を持つみやぎの観光の再生を掲げている。 

 さらに，「地方創生」の取組を推進していくことを通して，創造的復興を成

し遂げ，「富県宮城」の実現を加速することを目標として定めた「宮城県地方

創生総合戦略」（計画期間５年間）においても，基本目標のなかで，地域産業

の競争力強化，人材環流，人材育成及び雇用対策，ICT 等の利活用による地域

の活性化を掲げている。 

 これらの計画は連携しており，それぞれに掲げる取組を推進し，「富県宮城」

の実現を図るとともに，さらには令和２年度以降に宮城県が目指す姿の実現に

向けて着実に取組を進めていく。 
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（２）雇用のミスマッチ解消を図るため県が整備を行う事業 

① 新規学卒者就職促進事業として，宮城労働局及び教育委員会と連携し，

経済５団体を始め事業主団体・事業主に対し採用枠の拡大を要請する。 

② 県内２カ所において，新規高卒者を対象とした就職面接会を開催し地域

への就職を促進する。 

③ 大卒等求人一覧表を作成し，県内企業や求人動向等の情報提供を行うほ

か，就職ガイダンス等を開催し，就職促進と県内企業の優秀な人材の確保

を支援する。 

④ みやぎ若年者就職支援センター（通称：みやぎジョブカフェ）において，

４４歳以下のフリーター，若年求職者等に対し，キャリアカウンセリング，

就職支援セミナー，職業訓練等の情報提供，職業紹介などをワンストップ

で提供し，若年者の就職の促進を図る。 

⑤ 宮城県へのＵＩＪターン就職を支援するため「みやぎ移住サポートセン

ター業務」及び「みやぎＩＪＵターン就職支援オフィス業務」，「地方創

生インターンシップ事業」を実施し，県内企業の求める人材の確保に努め

る。 

⑥ 子育て等を終えた女性や中高年齢者のスキルアップを図り，就職を支援

するため，「女性・中高年人材育成助成事業」を実施し，中高年齢者の雇

用促進及び人手不足の業種等における人材の確保を図る。 

⑦ 子育て中の女性や高齢者等を掘り起こし，新規就業につなげるとともに，

地域企業の職場環境改善支援等により人材確保を図るための雇用支援拠点

を設置する「女性・高齢者等新規就業支援事業」を実施する。 

⑧ ものづくり企業の雇用ミスマッチ解消に向けて，企業・学校・行政をコ

ーディネートする専門的知見を有する「ものづくり企業コーディネーター」

を配置し，ものづくり企業の人手不足解消を図る。 

 

Ⅴ 計画期間に関する事項 

 計画期間は，厚生労働大臣の同意を得た日から３年間とする。 


